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　10月17日に労務法制委員会において「解雇のト

ラブルと法的留意点」というタイトルで講演をお

こないました。そのなかで労働者のメンタルヘル

スの不調及びそれに伴う休職期間の満了について

の裁判例を複数ご紹介しました。

　そこで、今回のＱ&Ａにおいては、休職期間満了

に伴う退職又は解雇となったのちに、それについ

て労働者が争うような事案についての基本的な考

え方を述べたいと思います。

Ｑ1　休職期間の満了前に休職事由が消滅した
か（傷病が治癒したか）についての主張立証責任

は、経営者側、労働者側のどちらにあると考えら

れていますか。

Ａ1　一般的な主張立証責任の考え方は以下の
通りです。

　まず、休職期間満了前に休職事由が消滅したこ

とを主張、立証する責任は労働者側にあるとされ

ています。

　但し、後から述べるように配置される部署につ

いては、必ずしも従前の部署に限りませんので、

配置される可能性のある業務について労務提供が

可能であることを労働側が立証すれば、休職事由

の消滅が推定され、これに対して経営者側が当該

労働者を配置できる現実的可能性のある業務が存

在しないこと等を反証しない限り、休職事由の消

滅が推定されるなどという考え方もあります。

 

Ｑ2　「治癒」というのは具体的にどのような業
務をおこなえることを言いますか。原則論から教

えてください。

Ａ2　原則論としては、休職前の従前の職務を
通常の程度におこなえる健康状態に回復したとき

を「治癒」としています。 

Ｑ3　Ｑ２は原則であるということは、例外が
あるということだと思いますが、具体的に例外に

ついて述べてください。

Ａ3　これは、労働者について職種や業務内容
を限定して雇用契約を締結しているかどうかに

よって異なります。

　まず、職種や業務内容を限定せずに雇用契約を

締結している場合ですが、休職期間満了時点で従

前の業務をおこなうことができない場合であって

も、当初は軽易な職務に就かせれば、ほどなく従

前の職務を通常に行うことができると予測できる

場合には、使用者にそのような配慮が義務づけら

れているとされています。例えば、そのような義

務付けを認めた裁判例としては、大阪地裁平成20

年1月25日判決（キャノンソフト情報システム事

件）などがあります。

　また、従前の業務に復帰できない場合であって

も、より軽易な業務に復帰させてほしいとの復職

の申出がある場合には、使用者は現実的に配置可

能な業務の有無を検討すべきであるとされていま

す。例えば、そのような趣旨の裁判例としては、

大阪地裁平成11年10月4日判決（東海旅客鉄道事件

判決）、東京地裁平成16年3月26日判決（独立行政

法人Ｎ事件判決）などがあります。

　一方、職種限定で採用された労働者については、

その職種での業務執行ができることが治癒の条件

となります。

　但し、職種限定の場合であっても、会社が経営

上それほどの問題なく他の職種への転換を検討で

きる場合や、就業規則上他の職種への転換の可能

性が認められている場合には、その転換後の職種

についても、労働者が従事できる作業の範囲にあ

るかを含めて、復職の可否について検討があると

述べている裁判例もあるので注意が必要です。

（大阪高裁平成14年6月19日　カントラ事件）
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